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青パト共用車両による巡回、パトロール活動実施規定

目的

１ 小野学区自治連合会（以下、自治連合会）は自主的な防犯活動のための青パト巡回、および

その他の公的業務を実施するための手段としで、青パト共用車両（以下、車両）を保有し、

小野学区自主防犯推進協議会（以下、管理者）は車両が安全に、事故なく防犯活動等を行える

よう、車両の維持、管理を行い、且つ、車両運転者が安全に巡回、パトロール業務等を実施

できるよう本規定を定める。

車両の維持、管理

２ 管理者は下記のような車両の維持、管理を行い、車両の運用に支障がでないよう努める。

（１） 車検、および法定定期検査の確実な受検

安全上、指摘のあった項目については遅滞なく対応すること。

（２） 消耗品のチェックと交換

夏、冬タイヤ交換、オイル交換、バッテリー交換 その他消耗部品の交換。

（３） 日常の仕業点検、検査

① 下記③を月に一度必ず実施し、月別仕業点検記録簿附表2に結果を記録する。

不具合がある時、もしくは疑わしい時は業者に連絡、修理等を行う。

② 運転者からの不具合報告、パトロール前の仕業点検で異常の報告があった時は

直ちに対応すること。

③ 主な点検項目

エンジン、変速機、ブレーキ、サイドブレーキ、オイルレベル、ブレーキオイル

クーラントレベルなどの基本運転機能 ウォッシャー液量

ヘッドライト、ブレーキランプ、方向指示器、等ランプ類 ミラーの動作

ドア開閉、タイヤ状態 青回転灯、広報装置 ドライブレコーダー、リアカメラ

、備品箱、その他必要項目

（４） 車両キーの保管

指定された運転者のみが入手できるよう、鍵のかかる場所で保管のこと。

（５） 車両への給油

燃料切れにならぬよう適切なタイミングでの給油を実施。

（６） ドライブレコーダーの設置、および自動ブレーキ装置等の装備

車両前後に適切なドライブレコーダーを設置し、自動ブレーキ装置、アクセル

踏み間違い防止装置を装備すること。

（７） 常駐車場の選定、維持

常駐車場は大津市から支所駐車場利用許可を得ること。

（８） パトロール標章の掲示

警察本部長が交付する標章を車両の後方から見えるよう常に掲示すること。

（９） 任意保険、車両保険の加入

「青パト共用車両運用規定」で定める任意保険、車両保険に毎年加入のこと。

（１０） 防犯保険団体総合補償の加入
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「青パト共用車両運用規定」で定める防犯保険団体総合補償に毎年加入のこと。

（１１） 車両備品箱の確認

備品箱の次の物品が常に使用できる状態であることを月に一度確認すること。

① 赤色コーン2個 ② 赤色発光指示棒 2本

③ 懐中電灯 2個 ④ ハンドメガホン 1個

⑤ 救急箱 1個 ⑥ 雨傘 1本

（１２）その他必要な維持、管理業務

巡回、パトロール業務の目的

３ 小野学区内をボランティア業務として、巡回、パトロール（以下、パトロール）する運転者

（以下、青パト隊員）は本規定を遵守して、次を目的とした防犯業務を行うと共に、安全運転に

努める。

（１） 犯罪や事故、災害の被害を未然に防止すること

（２） 地域住民の安全に対する関心を高める防犯、啓発活動

（３） 地域の連帯感を強めること

（４） 危険な場所、空き家など要注意場所に注目し、必要に応じて点検し、改善のための

対応をとること

巡回、パトロール業務の実施

４ 青パト隊員はパトロールに使用する車両の車種、年式、走行距離暦、衝突防止や誤発進防止

装置搭載の有無等の車両の仕様、機能を了解した上で、乗務し、パトロール業務に参加する。

５ 青パト隊員はパトロール実施にあたり、交通規則、法令を遵守し、安全運転に努めること。

滋賀県警察本部発行の「自主防犯パトロールの手引き」内容を熟読し、常に内容を理解して

おくこと。

６ パトロール時は必ず運転免許証、およびパトロール実施者証を携行する。パトロール実施者

証は首に掛けるようにする。

７ パトロール時の服装は緑のベスト、および緑の帽子を着用し、携帯電話を携行する。

８ 車両のパトロール速度は幹線道路について時速30km 以下、町内道路について20km以下とし、

青色回転灯を点灯する。

９ 車両によるパトロール活動には特別な権限等は与えられていないことを認識しながらも、

必要な場合に応じて防犯指導を行う。

その際は相手の理解と協力を得た上で実施すること。

１０ 警察への通報

不審者、事件、事故等を見聞きした場合は速やかに警察へ通報すること。
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１１ 応急の救護

応急の救護が必要な場合、付近の人と協力して処置にあたる。場合に応じて、110番

119番に通報、また救援を求めて処置にあたること。

１２ 備品箱の物品確認

青パト隊員は車両に搭載の物品箱の内容を常に確認しておき、緊急時等に利用のこと。

１３ パトロール前の仕業点検

パトロール開始前に車両について次の仕業点検を行う。異常があれば管理者に連絡し、

パトロールを中止する。

① 車両外観点検 ② 燃料残量計 ② ブレーキ、サイドブレーキの効き

③ 警告ランプ点灯有無の確認 ④ ウインカー等、ランプ類の確認

１４ パトロール日誌への記入

パトロール後、定められたパトロール日誌に必要事項を記入する。記入内容は次とし、

車両の異常等は記入とともに管理者へ連絡のこと。

① パトロール実施日時 ② 走行距離

③ パトロール結果記入 （異常の有無、内容等）

④ 管理者は上記①②③等の一月分のまとめ、および次月パトロール当番表を毎月、月初に

青パト隊員へ配布する。

青パト隊員の年齢

１５ 安全なパトロール活動を考慮し、車両を運転する青パト隊員の年齢は任意保険の定める年齢

範囲に加えて、原則満80歳未満とする。本人が希望する場合で運転技能に支障がない場合

は80歳を超えても可とする。

（運転技能について75歳から行われている免許更新時の筆記検査、実技試験等で自己の運転

技能程度を見極め、自己管理を厳しくして判断すること）

パトロール同乗専任者については適用しない。

講習、研修の受講

１６ パトロール実施者証について、大津北警察署が実施する3年ごとの更新のための講習を

受講すること。また管理者が必要に応じて開催する研修会に参加すること。

自己管理

１７ パトロール実施時、青パト隊員が気分がすぐれない等の体調不良、不調を感じる時は

パトロールを中止する。

１８ パトロール実施時、大雨、大雪、風等、天候不良の場合もパトロールを中止する。

自家用車パトロールの場合、拡声器や青パトランプが装着しづらい天候の場合はパトロール

を中止する。
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パトロール以外の車両の利用

１９ 各種広報、荷物運搬等、管理者の許可を得て車両を利用する場合、その運転者には

上記規定の内、７項，９項、１２項，１６項を除いて適用し、遵守すること。

但し、青色回転灯は点灯しない。

青パト共用車以外のパトロール使用

２０ 主に青パト隊員が自家用車を利用してパトロールする場合について規定する。

（１）次の点について青パト隊員の了解を得た上で、パトロールの参加を得ること。

① 万一の時の保険は自車の自賠責保険、任意保険のみが適用される。

但し、２（１０）項の防犯団体総合補償保険は適用となる。

② 前部ドライブレコーダー未装着車の場合は管理者がドライブレコーダーを

支給する。

③ 警察本部長が交付する標章をパトロール時、車両の後方から見えるよう

掲示する。

④ パトロールの走行距離を毎月末に管理者に申告し、その燃料実費は管理者が

年度末に支給する。

⑤ 上記項目の内、２項、４項、１２項、１９項を除いて適用する。

文書類の保管と管理

２１ 本規定で定める文書類（月別仕業点検記録簿附表2、パトロール日誌、パトロール日誌月報、

その他関連書類）を原本、原本提出の時はそのコピー、電子データーの形で年度、項目別に

整理し保管のこと。

附則 改定履歴

１ 本規定は 令和3年 1２月 １日 から施行する。

２ 附表１に改廃履歴を記入すること。

小野学区自治連合会 会長

小野学区自主防犯推進協議会 会長
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附１

日付 改 定 内 容
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附2 月 別 仕 業 点 検 記 録 簿

NO 点検項目 実 施 年 月 日

1 各種警告灯

2 エンジン

3 変速機

4 ブレーキ

5 ブレーキランプ

6 方向指示器ランプ

7 ヘッドライト

8 後退表示灯

9 ナンバー表示灯

10 サイドブレーキ

11 オイルレベル

12 ブレーキオイルレベル

13 クーラントレベル

14 バックミラー

15 ドア開閉

16 タイヤ状態

17 青色回転灯

18 広報装置

19 ドライブレコーダー

20 リアカメラ

21 ウォッシャー液量

22 青パト備品箱内容

23

24
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